社会福祉法人あかね会　特別養護老人ホームうのさと茜邸
重要事項説明書

1． 事業者の概要
	　法人名称	
	社会福祉法人あかね会

	　代表者職・氏名
	理事長　山本 昌恵

	　法人所在地
	愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山１－２１

	　法人連絡先
	℡０５６２－３１－３１５５　Fax０５６２－３５－３２５５

	　法人設立年月日
	平成２７年１月３０日



2． 事業所の概要
	　事業所名
	特別養護老人ホームうのさと茜邸

	　事業所所在地
	愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山１－２１

	　事業所連絡先
	℡０５６２－３１－３１５５　Fax０５６２－３５－３２５５

	　事業の種類・入所定員
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護　入所定員２９名

	　指定年月日・指定番号
	平成２９年４月１日・２３９５７００２６９



3． 施設の概要
（1） 敷地及び建物の概要
	敷　地
	５，９８２．７８平方メートル

	建　物
	構　造
	木造　２階建　準耐火建築物

	
	延べ床面積
	２，４３７．８５平方メートル

	
	入所定員
	特別養護老人ホーム　２９名

	
	入居定員
	グループホーム　１８名

	
	利用定員
	ショートステイホーム　１０名／日

	
	利用定員
	デイホーム　１２名／日



（２）居室及び主な設備
	居室・設備の種類
	室数等

	　居　室
	２９室

	　共同生活室
	３ユニット

	　浴　室
	３室（一般浴槽２か所、特殊浴槽１か所）

	　医務室
	１室





4． 職員体制
管理者１名（常勤専従）、医師１名（非常勤専従）、介護支援専門員１名（常勤専従）、生活相談員１名（常勤専従）、看護職員４名（常勤専従２名・非常勤専従２名）、介護職員２２名（常勤専従１１名、常勤兼務５名/東西ユニット介護職員と兼務・非常勤専従４名、非常勤兼務２名/東西ユニット介護職員と兼務）、機能訓練指導員１名（常勤専従）、栄養士１名（非常勤専従）・調理員（外部委託）

５．施設サービスの概要（介護保険給付サービス）
	種　類
	内　容

	食事
	・栄養士の立てる献立表により、栄養と入所者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。
・食事は可能な限り離床して、生活リズムに合わせて食べていただけるように配慮します。
（食事時間）朝食　　８：００～　９：００　昼食　１２：００～１３：００
　　　　　　夕食　１７：００～１８：００

	排泄
	・入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立について適切な援助を行います。

	入浴・
清拭
	・入所者が身体の清潔を保持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、週２回以上の入浴又は清拭を行います。
・寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。

	着替え・
整容等
	・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・入所者個々の生活リズムを考えて、適切な着替え、整容が行われるよう援助します。

	シーツ交換
	・シーツ交換は定期的に週１回行い、汚れている場合は随時交換します。

	機能訓練
	・入所者の心身の状況に適合した機能訓練を行い、生活機能の維持・改善に努めます。

	健康管理
	・配置医師により、月２回（隔週金曜日）診察日を設けて健康管理に努めます。また、緊急等必要な場合には配置医師による往診をします。ほかの医療機関を受診する際にも責任をもって引き継ぎます。
診察日：隔週火曜日　　時間：１４：００～１５：００
※事業所又は医師の都合により診察日、時間が変更になることがあります。

	相談および
助言
	・当事業所は、入所者およびその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。

	社会生活上の便宜
	・当事業所では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を計画します。
・行政機関に対する手続きが必要な場合において、入所者及び家族の状況によっては、代わりに行います。


６．入所者負担金
（１）介護保険給付サービスを利用するにあたってあなたにご負担していただく料金は、別紙「利用料金表」の要介護度に応じた１割又は２割又は３割の自己負担額のとおりです。
（２）介護保険給付サービス以外に係るその他費用の内訳については、別紙「利用料金表」のとおりです。
◎居住に要する費用
　事業所および設備を利用し、滞在されるにあたり、居住費をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された居住費の金額（１日当たり）のご負担となります。
◎食事の提供に要する費用
　入所者に提供する食事の材料及び調理にかかる費用です。実費相当額をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された食費の金額（１日当たり）のご負担となります。

７．虐待の防止
　事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、以下に掲げるとおり必要な措置を講じます。
（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。（責任者：管理者）
（2） 成年後見制度の利用を支援します。
（3） 苦情解決体制を整備しています。
（4） 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、これを関係市町村に通知します。

８．身体拘束
　事業者は、原則として入所者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、入所者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、入所者及びその家族に対して説明し同意を得た上で、以下に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様についての記録を行います。
	緊急性
	直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

	非代替性
	身体拘束以外に、入所者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

	一時性
	入所者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。


９．秘密の保持と個人情報の保護
	入所者及びその家族に関する秘密の保持について
	事業者は、入所者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係従事者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

　事業者及び事業者の使用するもの（以下「従業者」という。）は、サービス提供をするうえで知り得た入所者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
　また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
　事業者は、従業者に、業務上知り得た入所者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者で亡くなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

	個人情報の保護について
	　事業者は、入所者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、入所者の個人情報を用いません。また、入所者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で家族の個人情報を用いません。

　事業者は、入所者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

　事業者が管理する情報については、入所者求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料などが必要な場合は入所者の負担となります。）









１０．緊急時の対応
　速やかに管理者に報告し対応します。病状の急変やその他必要な場合は主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、入所者又はその家族が予め指定する連絡先にも連絡します。

	緊　急　連　絡　先
	第１連絡先
	氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所者との続柄：　　　　　）

	
	
	住　所

	
	
	自宅電話
	

	
	
	携帯電話
	

	
	
	その他（職場等）
	

	
	第２連絡先
	氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所者との続柄：　　　　　）

	
	
	住　所

	
	
	自宅電話
	

	
	
	携帯電話
	

	
	
	その他（職場等）
	




以下の連絡先に請求書を送付いたします。
※①の方が支払い不可能になった場合に、②の方に支払いをお願いすることになります。

	施設利用者料金請求書送付先
	1 
	氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所者との続柄：　　　　　）

	
	
	住　所

	
	
	自宅電話
	

	
	
	携帯電話
	

	
	
	その他（職場等）
	

	
	2 
	氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所者との続柄：　　　　　）

	
	
	住　所

	
	
	自宅電話
	

	
	
	携帯電話
	

	
	
	その他（職場等）
	




１１．協力医療機関
	医療機関の名称
	医療法人あやめ会　やまもとクリニック

	院長名
	山本 原嗣

	所在地
	愛知県知多郡東浦町大字石浜字西平地１７番地２

	電話番号
	０５６２－８２－０６００

	入院設備
	なし



	歯科機関の名称
	平林歯科医院

	院長名
	平林 直樹

	所在地
	愛知県知多郡東浦町大字石浜字八ツ針９番地６

	電話番号
	０５６２－８３－１４７５

	入院設備
	なし



１２．非常災害時の対策
	非常時の対応
	・別途定める「特別養護老人ホームうのさと茜邸消防計画」に基づき対応を行います。

	近隣との協力
	・地域の住民等に、非常時の相互支援をお願いしています。

	平常時の訓練
	・別途定める「特別養護老人ホームうのさと茜邸消防計画」に基づき、年４回夜間及び日中を想定した避難訓練を実施します。

	防災設備
	設備名称
	設置の有無
	設備名称
	設置の有無

	
	スプリンクラー
	有
	消火器
	有

	
	火災報知器
	有
	非常用出入口
	有

	
	消火栓
	有
	非常口誘導灯
	有

	
	連結送水口
	有
	防火戸
	有

	
	※カーテン、布団は防炎性のあるものを使用しています。

	消防計画等
	消防署への届出月日：令和３年３月１９日
防火管理者：　間瀬　裕士



１３．担当の職員
　（１）可能な限り入所者の希望にあった地域密着型施設サービス計画を作成し、これに従ってサービスを提供するようにしますが、地域密着型施設サービス計画などに不満がある場合は、遠慮なくお申し出ください。可能な限り対応します。
　（２）その他ご不明な点は、担当の生活相談員又は介護支援専門員にご相談ください。
１４．サービス利用上の注意事項
　うのさと茜邸においては、他にも大勢の利用者がいます。他の方の迷惑にならないように、次の項目について留意してください。これらの項目に再三にわたって違反する場合は、退所となることがあります。

	来訪・面会
	・面会時間は、原則９：００～１７：００です。
その都度、面会受付用紙の記入をお願いします。
※面会受付用紙については、当施設側の把握の目的で使用しているものであり、面会状況等の情報を開示するものではありません。

	医療機関への受診
	・傷病等の程度により入所者が外部の医療機関に通院する場合、その介添えについては原則ご家族へお願いしております。緊急時については職員による介添えをしますが、可能な限り対応をお願いします。

	居室・設備・器具の利用
	・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。

	喫煙・飲酒
	・喫煙、飲酒は原則禁止としております。

	迷惑行為等
	・騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。

	所持品の管理
	・原則、入所者及びご家族、身元引受人の方の管理とします。ただし、ご家族および身元保証人を定めることができない相当の理由があると認められる場合には事業所が管理することがあります。
入所者本人の管理による紛失、盗難等に関して、当施設は一切責任を負いません。
・他に入所者が大勢いるため、貴重品の持ち込みは可能な限りお断りします。
・個人での必要物品においては、原則ご家族又は身元引受人の方に用意していただきます。衣類等も季節に応じて入替をお願いします。

	現金等の管理
	・原則、預金、印鑑等は当事業所で管理しません。なお、入所者本人が管理されている場合には、紛失、盗難等に関して当事業所は一切責任を負いません。

	宗教・政治活動
	・事業所内で、他の入所者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。なお、個人の範囲内での信条、宗教を制限するものではありません。

	動物飼育
	・事業所内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。




１５．事故発生時の対応 
（1） 事故の分類 事故の分類は次の通りとします。
1 外傷 ②骨折 ③誤嚥 ④誤薬 ⑤転倒・転落 ⑥離設行為 ⑦異食行為 ⑧呼吸停止
 ⑨感染症の複数発症(インフルエンザ、新型コロナウイルス、 ノロウイルス・食中毒、疥癬等) ⑩その他 
（2） 事故発生時の対応 
1  万一、事故が発生した場合は、速やかに管理者(施設長)に連絡すると共に、応急 措置を行います。
 ② 連絡を受けた管理者は事故の状況及び症状に応じ、嘱託医へ連絡して指示を仰ぐ。 ③ 管理者は、嘱託医の指示により、必要に応じて救急車の出動要請、病院への搬送など 　
  の措置を講じるとともに、身元引受人へ連絡する。
 ※夜間時においては、看護職員オンコール当番者への連絡体制を活用するほか、 上記
に準じて対策します。

１６．サービス提供に関する相談苦情について
　（１）入所者は又はその家族からの相談及び苦情を受付けるための窓口を設置します。
　（２）苦情や相談があった場合、苦情相談担当者は状況の把握や事実確認に努めます。
　（３）苦情相談担当者（生活相談員）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、入所者又はその家族の立場に立った適切な対処方法を検討します。
　（４）検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず入所者又はその家族へ報告します。
　（５）苦情又は相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業員全員で検討します。

※提供するサービスの第三者評価の実施状況（令和3年4月1日時点）は、無しです。












１７．苦情相談窓口
	施設内相談窓口
	名　称：特別養護老人ホームうのさと茜邸　苦情相談窓口
所在地：知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山１番地２１
電　話：０５６２－３１－３１５５　FAX：０５６２－３５－３２５５
時　間：９：００～１７：００
担当者：生活相談員、介護支援専門員　　責任者：管理者

	保険者
	名　称：東浦町役場　ふくし課
所在地：東浦町大字緒川字政所２０番地
電　話：０５６２－８３－３１１１

	保険者
	名　称：東海市役所　高齢者支援課
所在地：東海市荒尾町西廻間２番地１
電　話：０５２－６８９－１６００

	保険者
	名　称：大府市役所　高齢障がい支援課
所在地：大府市中央町５丁目７０番地
電　話：０５６２－４５－６２８９

	保険者
	名　称：知多市役所　長寿課
所在地：知多市緑町１番地
電　話：０５６２－３３－３１５１　

	保険者
	名　称：知多北部広域連合　事業課給付係
所在地：東海市荒尾町西廻間２番地１
電　話：０５２－６８９－２２６３　

	国保連
	名　称：愛知県国民健康保険団体連合会
所在地：名古屋市東区泉１丁目６番５号
電　話：０５２－９７１－４１６５　















　本書面に基づいて、上記重要事項の説明を受け同意しました。また、別紙利用料金表についても同意します。
　上記契約を証明するために、本重要事項説明書を２通作成し、入所者と事業者で各１通ずつ保管します。

令和　　　年　　　月　　　日

（入所者）
　　　　　住　　所

　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（署名代理者）
　私は、入所者の意思を確認したうえ、上記署名を代行しました。

　　　　　住　　所

　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　（代理理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（身元引受人）
　　　　　住　　所

　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

上記内容について説明しました。
（事業者）
　　　　　所在地　　　　　　愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山１番地２１
　　　　　事業所名　　　　　社会福祉法人あかね会
　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホームうのさと茜邸

　　　　　代表者　　　　　　施設長　　　　林　三樹蔵　　　　　　　㊞

　　　　　説明者職・氏名　　生活相談員　　佐藤　健司　　　　　　　㊞
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